
　（趣　旨）
第１条　この要項は、東北学院大学（以下「本学」という。）が、東北学院大学試験施行細則第８条第２項に定める成
績評価方法（以下「100点満点による評価」という。）と併せて成績評価に使用するグレードポイント（以下「ＧＰ」
という。）及びその平均（以下「ＧＰＡ」という。）の取扱いに関し、必要な事項を定める。

　（定　義）
第２条　この要項において、「ＧＰ」とは、各授業科目の100点満点による評価に対応して設定された、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、
Ｄ及びＨの各グレードに付与される４から０までの評点をいい、ＧＰＡとは履修登録し、評価を受けた授業科目のＧ
Ｐから算出された１単位当たりの平均値をいう。

　（対象授業科目）
第３条　ＧＰＡ算出の対象授業科目は、本学卒業要件科目とする。ただし、100点満点による評価がなされない授業科
目はその対象としない。

　（グレード及びＧＰ）
第４条　各授業科目の100点満点による評価とグレードの関係及び各グレードに付与されるＧＰは次のとおりとする。
　⑴　Ｓ（90点～100点）　	 ＧＰ＝４
　⑵　Ａ（80点～ 89点）　	 ＧＰ＝３
　⑶　Ｂ（70点～ 79点）　	 ＧＰ＝２
　⑷　Ｃ（60点～ 69点）　	 ＧＰ＝１
　⑸　Ｄ（ 0点～ 59点）　	 ＧＰ＝０
　⑹　Ｈ（試験放棄・履修放棄）	 ＧＰ＝０
　（ＧＰＡの種類と算出方法）
第５条　ＧＰＡの算出は、次に掲げるとおりとし、計算値は小数点第３位を四捨五入し小数点第２位までの数値を表記
する。
　⑴　学期ＧＰＡの計算式

　　　　　
（当該学期に評価を受けた科目のＧＰ×その科目の単位数）の合計

当該学期に評価を受けた科目の総単位数

　⑵　年間ＧＰＡの計算式

　　　　　
（当該年度に評価を受けた科目のＧＰ×その科目の単位数）の合計

当該年度に評価を受けた科目の総単位数

　⑶　累積ＧＰＡの計算式

　　　　　
（過去に評価を受けた科目のＧＰ×その科目の単位数）の合計

過去に評価を受けた科目の総単位数

　（履修辞退科目の取扱い）
第６条　履修登録科目の辞退申請をした科目は、履修を放棄した科目とはせず、ＧＰＡ算出の対象科目としない。
　２　履修登録科目の辞退申請期間は、別に定める。
　３　履修登録科目の辞退申請期間に辞退した科目の単位数はＧＰＡ算出には含めないが、履修登録上限単位数に含める。
　（ＧＰＡの通知）
第７条　ＧＰＡの学生への通知は、成績通知表に当該学期ＧＰＡ、年間ＧＰＡ及び累積ＧＰＡを表記することによって
行う。

　（学修指導）
第８条　各学部学科は、ＧＰＡに基づく学修指導の計画を策定し、学生への学修指導を行うものとする。

19．東北学院大学GPAに関する取扱い要項17．文学部英文学科の再入学等の取扱いについて（お知らせ）

　文学部英文学科（夜間主コース）の学生募集停止に伴う再入学等の申請要件、再入学者等に適用される学則及び学
科課程に関する2015（平成27）年度以降の取扱いについて

学則第18条の２に定める再入学及び同第19条の２に定める年度を超える復籍については、下記のとおり取り扱うこと
とする。

記
１　再入学及び年度を超える復籍を申請することができる者は、以下の２つの資格要件を満たさなければならない。
　⑴　卒業に必要な年限が学則第３条の２第１項に定める最長在学年限を超えないこと。
　⑵　卒業年限が2021年度を超えないこと。

２　１に定める資格要件を満たさない者の取扱いは、以下のとおりとする。
　　旧文学部英文学科（夜間主コース）の退学者または除籍者は、文学部英文学科に再入学または年度を超える復籍
を申請することができる。

３　再入学及び年度を超える復籍者に対して適用する学則並びに学科課程は以下のとおりとする。
　⑴	　１による再入学者及び年度を超える復籍者には2014（平成26）年度入学生に適用される学則並びに学科課程を
適用する。

　⑵	　２による再入学者及び年度を超える復籍者には、再入学または年度を超えた復籍を許可された学年の学則並び
に学科課程を適用する。

４　再入学または年度を超える復籍の許可は、文学部教授会の議を経て大学長がこれを行う。尚、当該申請者に対し
ては、文学部教授会の判断により、試験等を課すことができる。

再入学者の取扱いについて.
　平成13年４月１日以降の願い出による再入学者に対しては、正規の該当学年の学生番号を新たに付与し、
学科課程は従前どおり、再入学した学年の学科課程を適用いたします。

年度を超えた復籍者の取扱いについて.
　平成13年４月１日以降の願い出による年度を超えての復籍者については、正規の該当学年の学生番号を
新たに付与し、かつ復s籍した学年の学科課程を適用いたします。
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